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関西特区の指定申請
（規制緩和等の特例措置も併せて提案）

［H23.9］

関西特区の指定

［H23.12］
国と地方の協議会

特区での規制緩和項目等について

関係省庁と対面、文書等で協議
（協議が整うと規制緩和等の特例措置がメニュー化される）

［H24.１～］

第１回協議結果

とりまとめ
［公表H24.7］

１．関⻄特区の概要

第１次特区計画
の認定

（税制、財政、金融を
活用した14ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

［H24.3］

関西では、７６の規制緩和等の提案項目をだしたが、国と地方の協議会に至る前段で優先的に協議が必要なものとして、

２３の項目に絞られた。

３．規制緩和等の特例措置の協議状況

優先提案に対する内閣府の⾒解
Ⅰ：国と地⽅で合意したもの ４項⽬
Ⅱ：⽅向性について合意、

条件協議で継続 １５項⽬
Ⅳ：提案者で再検討するもの ５項⽬
※１項⽬で２以上の⾒解がでているため
合計数は合わない

関⻄イノベーション国際戦略総合特区の進捗状況

２．これまでの経過

■関⻄が取り組む政策課題
国際競争⼒向上のための
“イノベーションプラットフォーム”の構築
（実⽤化・市場づくりを⽬指したイノベーションを次々と創出する仕組み）

■重点的に取り組む６つのターゲットでイノベーションを創出
〜 未来社会の市場を⾒据え、強みを有するターゲットに当⾯資源を集中！〜

医薬品 先端医療技術
（再⽣医療など）医療機器 先制医療 バッテリー スマート

コミュニティ

第２次特区計画
の認定

（税制、財政、金融を
活用した15ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

［H24.7］

①投資税額控除（新たな機械、建物等の取得価額の１５％（建物等は８％）を法人税額から控除）

②特別償却（新たな機械、建物等の取得価額の５０％（建物等は２５％）を普通償却額に上積み）

③所得控除（専ら特区内で規制の特例措置を活用した事業を行った場合、その事業により生じた課税所得の２０％を損金に算入〔５年間〕）

※①～③からの選択
※税制上の支援措置
〔法人税の減免〕

合意に至ったもの　※●大阪府提案、○以外

　●外国人医師等の臨床修練制度の修練期間の延長【大阪府】

　●医療介護ロボット実用化加速のための評価基準策定に向けた実証（厚生労働省）【大阪府】

　●医療介護ロボット実用化加速のための評価基準策定に向けた実証（経済産業省）【大阪府】

　○当該区域において離岸する民間事業者が実施する内航フィーダー船による輸送について消席率

　　 向上のための国内貨物積載コンテナに関する手続き簡素化と積載重量の見直し〔大阪市、神戸市〕

協議が継続となっているものの主な内訳　※●大阪府提案、○以外
◆協議がまとまりつつある項目

　●治験・臨床研究に係る病床規制の特例【大阪府】

　●医薬品・医療機器等輸出入手続きの電子化、簡素化（関西国際空港）【大阪府】

　●薬事承認を受けていない院内合成ＰＥＴ薬剤の譲渡許可（BNCT実施に向けた規制緩和）【大阪府】

　○国有財産法等の特例（旧私のしごと館）〔京都府〕

　○設備共用受電下における全量買取用太陽光発電電力災害時に限り需要家に融通できる制度の創設

　　（夢咲地区）〔大阪市〕

◆今後、協議を強力に後押しする必要がある項目

　●ＰＭＤＡ－ＷＥＳＴ機能の整備【大阪府】〔神戸市〕

　●ヒト幹細胞を用いた臨床研究の実施に係る手続きの特例〔神戸市〕【大阪府】

　○高度医療に関する権限委譲〔神戸市〕
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